
 

一

農
業
者
戸
別
所
得
補
償
法
案
に
対
す
る
修
正
案 

修
正
案
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
条
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。 

  

（
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る

法
律
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
六
条 

平
成
二
十
六
年
度
以
前
の
生
産
に
係
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

の
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る

法
律
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の

交
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

平
成
二
十
五
年
度
以
前
の
旧
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
農
産
物

に
係
る
収
入
に
係
る
旧
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
条
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。 

  

（
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る

法
律
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
六
条 

平
成
二
十
五
年
度
以
前
の
生
産
に
係
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

の
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る

法
律
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の

交
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

平
成
二
十
四
年
度
以
前
の
旧
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
農
産
物

に
係
る
収
入
に
係
る
旧
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を



  

二

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た

め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
第
一
項
」
を
「
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
法
（
平
成

二
十
六
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は

第
四
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た

め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
第
一
項
」

を
「
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
法
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は

第
四
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
」
に
改
め
る
。 

  

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
条 

平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
以
後
に
交
付
を
受
け
た
前
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
租
税
特
別
措
置
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金
等
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
交
付
金
等
を
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
（
次

項
に
お
い
て
「
新
租
税
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
交
付
金
等
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２ 

（
略
） 

  

（
砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た

め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
第
一
項
」
を
「
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
法
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は

第
四
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た

め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
第
一
項
」

を
「
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
法
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は

第
四
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
」
に
改
め
る
。 

  

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
条 

平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
以
後
に
交
付
を
受
け
た
前
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
租
税
特
別
措
置
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金
等
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
交
付
金
等
を
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
（
次

項
に
お
い
て
「
新
租
税
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
交
付
金
等
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２ 

（
略
） 

  

（
砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 



 

三

第
十
一
条 

砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法

律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
九
条
第
二
項
中
「
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交

付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
」
を
「
農
業

者
戸
別
所
得
補
償
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第 

 
 

号
）
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の

交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
法
」
に
改
め

る
。 

  

（
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
十
条
第
三
項
中
「
、
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の

交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
」
を
削
り
、

「
及
び
米
穀
の
新
用
途
へ
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年

法
律
第
二
十
五
号
）
」
を
「
、
米
穀
の
新
用
途
へ
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
及
び
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
法
（
平

成
二
十
六
年
法
律
第 

 
 

号
）
」
に
改
め
る
。 

  

（
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
一
条 

砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法

律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
九
条
第
二
項
中
「
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交

付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
」
を
「
農
業

者
戸
別
所
得
補
償
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第 

 
 

号
）
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の

交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
法
」
に
改
め

る
。 

  

（
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
十
条
第
三
項
中
「
、
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の

交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
」
を
削
り
、

「
及
び
米
穀
の
新
用
途
へ
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年

法
律
第
二
十
五
号
）
」
を
「
、
米
穀
の
新
用
途
へ
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
及
び
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第 

 
 

号
）
」
に
改
め
る
。 

  

（
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



  

四

 
 

第
十
一
条
第
一
号
中
「
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交

付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
」
を
「
農
業

者
戸
別
所
得
補
償
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第 

 
 

号
）
」
に
、
「
期
間
平

均
生
産
面
積
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
期
間
平
均
生
産
面
積
を
い
う
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
生
産
面
積
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
農
業

の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
」

を
「
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
法
」
に
、「
期
間
平
均
生
産
面
積
」
を
「
生
産
面

積
」
に
改
め
る
。 

  

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
四
条 

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
百
二
十
四
条
第
二
項
中
「
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め

の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三

条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
一
項
」
を
「
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
法
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、

第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
並
び
に
第
七
条
」
に
改
め
る
。 

  

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
五
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
の
農
業
経
営
安
定
勘
定
、
食
糧
管
理
勘
定
（
米

 
 

第
十
一
条
第
一
号
中
「
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交

付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
」
を
「
農
業

者
戸
別
所
得
補
償
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第 

 
 

号
）
」
に
、
「
期
間
平

均
生
産
面
積
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
期
間
平
均
生
産
面
積
を
い
う
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
生
産
面
積
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
農
業

の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
」

を
「
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
法
」
に
、「
期
間
平
均
生
産
面
積
」
を
「
生
産
面

積
」
に
改
め
る
。 

  

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
四
条 

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
百
二
十
四
条
第
三
項
中
「
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め

の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三

条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
一
項
」
を
「
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
法
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、

第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
並
び
に
第
七
条
」
に
改
め
る
。 

  

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
五
条 
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
の
農
業
経
営
安
定
勘
定
、
食
糧
管
理
勘
定
（
米



 

五

管
理
勘
定
及
び
麦
管
理
勘
定
を
い
う
。
）
、
業
務
勘
定
及
び
調
整
勘
定
の
平
成

二
十
六
年
度
の
収
入
及
び
支
出
並
び
に
同
年
度
以
前
の
年
度
の
決
算
に
関
し

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

（
削
る
） 

      

（
検
討
） 

第
十
七
条 

農
業
収
入
の
減
少
を
補
塡
す
る
た
め
の
保
険
制
度
の
在
り
方
に
つ

い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
検
討
が
加
え
ら
れ
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
法
制
上
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す

る
。 

管
理
勘
定
及
び
麦
管
理
勘
定
を
い
う
。
）
、
業
務
勘
定
及
び
調
整
勘
定
の
平
成

二
十
五
年
度
の
収
入
及
び
支
出
並
び
に
同
年
度
以
前
の
年
度
の
決
算
に
関
し

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

（
調
整
規
定
） 

第
十
七
条 

附
則
第
十
四
条
及
び
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
規
定
に
よ
り
改
正
さ
れ
る

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
っ
て
ま
ず
改
正
さ

れ
、
次
い
で
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
規
定
に

よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
検
討
） 

第
十
八
条 

農
業
収
入
の
減
少
を
補
塡
す
る
た
め
の
保
険
制
度
の
在
り
方
に
つ

い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
検
討
が
加
え
ら
れ
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
法
制
上
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す

る
。 

 
 

 


